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【児童手当】　　※４月１日から拡大されました（下線で表示したところです）
　児童手当は、12歳到達後最初の年度末までの間にある児童を養育している人に支給されます。　
○手当月額　３歳未満の児童　一律　10,000円
　　　　　　　　　（第１子・第２子については満３歳になった翌月から5,000円になります。）
○手当月額　３歳以上の児童　第１・２子　5,000円　　第３子　10,000円
【児童扶養手当】　　※４月１日から手当の額が変わりました
・父親のいない家庭で児童を養育している人に対して、児童の福祉の増進を図るために支給されま
す。

・公的年金受給者は除かれます。
・父が重度の障がい者、拘禁中のかたでも該当する場合があります。
　○支給対象期間　18歳の児童が最初に迎える３月31日まで（心身障がいの児童は20歳未満まで）
　○手当月額　　第１子　全額41,720円　（一部支給41,710円～9,850円）第２子　5,000円加算
【特別児童扶養手当】　※４月１日から手当の額が変わりました
　心身障がいの20歳未満の児童を養育している方に支給します。
　○手当月額　１級　50,750円　　２級　33,800円
　　※所得制限など一定の条件があります。
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。
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植
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。
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。
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な
お
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軍
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長
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い
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す
。
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く
だ
さ
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ま
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い
お
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合

せ
も
同
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ま
で
。
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法
務
省
及
び
全
国
人
権
擁
護
委
員
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合
会
で
は
九
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十
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同
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ま
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一
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」
強
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し
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の
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関
す
る
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話
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の

と
お
り
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施
し
ま
す
。
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　受給資格のある方で、請求手続
きされていない場合は、保健福祉
課福祉係までお問合せください。

電話　32－2000番

今
回
の
植
樹
は
、

【
ニ
ト
リ
北
海
道
応

援
基
金
】
の
助
成
を

受
け
て
い
ま
す
。

　

公
正
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書
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法
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専
門
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公
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人
が
作
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す
る
公
文
書
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す
。
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あ
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ま
す
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ご
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、
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証
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（
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月
一

日
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に
関
係
な
く
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曜
、
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曜
、
祝
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を
除
き
無
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、

ま
た
、
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話
で
も
行
っ
て
い
ま
す
。

旭
川
公
証
人
合
同
役
場

旭
川
市
六
条
通
八
丁
目

Ｔ
Ｒ
６
・
８
ビ
ル
５
階

電
話（
〇
一
六
六
）二
三－

〇
〇
九
八
番

Ｆ
ａ
ｘ（
〇
一
六
六
）二
二－

五
五
五
三
番

名
寄
公
証
役
場

名
寄
市
西
一
条
南
九
丁
目
三
五

電
話（
〇
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三
一
三
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※
フ
ァ
ッ
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ス
と
兼
用
で
す
。
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年 金 あ れ こ れ
　《付加保険料を納付しませんか》
○付加年金とは
　平成19年度の老齢基礎年金の年金額は792,100円（満額＝40年間保険料納付）ですが、老後のより高い老齢基
礎年金を受けたいと考えている方のために、毎月の保険料（平成19年度は14,100円）のほかに付加保険料を上乗
せして納付すると、老齢基礎年金に上乗せして支給される付加年金があります。
　また、国民年金保険料と同じく全額が社会保険料控除の対象となります。
○付加保険料の額は定額
　付加保険料の額は１ヶ月400円です。付加保険料を納付することができる対象者の方は、第１号被保険者また
は任意加入被保険者の方です。
　また、農業者年金の加入者は、必ず付加保険料を納付しなければならないことになっています。
○付加年金額は
　付加年金額の計算は、次のとおりです。
　年金額＝200円×付加保険料納付月数（65歳から老齢基礎年金を受給する場合）
　つまり、保険料月額400円に対して、年金額は年200円ですから、65歳から年金を
受給した場合、仮に１年間付加保険料を納付した場合、２年間で付加保険料相当分
の年金を受け取ることができます。
※付加保険料の納付手続きについて、役場戸籍年金係または最寄りの社会保険事務所に
　お問い合わせください。
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　国民年金保険料の納め忘れがあると、老後に受け取る年金が減額さ
れたり、受けられなくなる場合があります。また、障害基礎年金や遺
族基礎年金についても受けられなくなる場合があります。
　被保険者の皆様の年金権を確保するために、納付期限を過ぎても保
険料の納付が確認できない場合に社会保険事務所の職員または社会保
険事務局が委託を行った者から、「お電話」より納付のご案内を行っ
ております。
　委託を受けた者は、国家公務員と同様の守秘義務が課せられてお
り、必要な情報以外は閲覧できないこととなっております。
　なお、平成19年度においては「株式会社オリエントコーポレーショ
ン」がお電話による納付のご案内を行っております。

　みなさまのプライバシー保護に
は万全の体制をとっております。
　また、夜間・休日にもお電話を
おかけしていますので、ご理解と
ご協力をお願いいたします。

労災保険制度の相談受付

　財団法人　労災保険情報センター（略称「���」）
では、厚生労働省の委託を受けて、労災医療及び労
災補償等の労災保険制度全般のご相談をお受けして
おります。相談は無料で、秘密は厳守いたします。
お気軽にご相談ください。
【電話】011－746－6423
【���】011－746－6428
【フリーダイヤル】0120－120－208
【相談用 ������】��������	
������	
�
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財団
法人労災保険情報センター

〒060－0807　札幌市北区北７条西１丁目２－６
　　　　　　　���・ニューステージ札幌　12階

国民健康保険
町立和寒病院からのお知らせ
　越智副院長は８月31日付けで
退職いたしました。
　現在、後任の内科医師を招聘
するよう努力しておりますが、
まだ決まってはおりません。内
科医師が決まるまでは、出張医
師で対応してまいります。
　町民のみなさまには大変ご心
配、ご迷惑をおかけしますがよ
ろしくお願いいたします。
　なお、９月以降の診察日や出
張医師についてのご確認など
は、お気軽に電話でお問合せく
ださい。
　　　電話　32－2103

旭川社会保険事務所から

〈テレマーケティングについてお知らせ〉


